
広報ごぼう 令和３年８月号 1210

　
８
月
27
日
〜
９
月
２
日
は
全
国

一
斉
「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
」

強
化
週
間
で
す
。

　
い
じ
め
や
虐
待
な
ど
の
子
ど
も
に

関
す
る
人
権
な
ん
で
も
相
談
で
す
。

　
相
談
は
無
料
で
秘
密
は
守
ら
れ

ま
す
。
電
話
番
号
は
全
国
共
通
で

通
話
も
無
料
で
す
。
法
務
局
職
員

と
人
権
擁
護
委
員
が
相
談
に
応
じ

ま
す
。
子
ど
も
だ
け
で
な
く
大
人

も
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

時
　
８
時
30
分
〜
19
時
（
平
日
）

　
　
10
時
〜
17
時
（
土
・
日
）

問
　
和
歌
山
地
方
法
務
局
・

　
　
和
歌
山
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

　
☎
０
７
３
・
４
２
２
・
５
１
３
１

　
令
和
３
年
度
の
緑
の
募
金
は
各

自
治
会
を
通
じ
て
多
く
の
市
民
の
皆

様
か
ら
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
総
額

49
万
５
２
１
円
と
な
り
ま
し
た
。 

　
こ
の
募
金
は
公
益
財
団
法
人
和

歌
山
県
緑
化
推
進
会
を
通
じ
て
森

林
整
備
や
緑
化
の
推
進
に
活
用
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

　
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。 

問
　
農
林
水
産
課 

農
林
水
産
係

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
１
０

　
現
在
、
西
日
本
高
速
道
路
株
式

会
社
に
お
い
て
事
業
を
実
施
し
て

い
る
湯
浅
御
坊
道
路
及
び
阪
和
自

動
車
道
（
有
田
Ｉ
Ｃ
〜
印
南
Ｉ
Ｃ

間
）
の
４
車
線
化
工
事
が
、
年
内

の
完
成
に
向
け
、
大
詰
め
を
迎
え

て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
令
和
２
年
３
月
の
印
南

Ｉ
Ｃ
〜
み
な
べ
Ｉ
Ｃ
間
に
続
き
、

令
和
３
年
３
月
に
は
、
み
な
べ
Ｉ

Ｃ
〜
南
紀
田
辺
Ｉ
Ｃ
間
の
４
車
線

化
が
事
業
化
さ
れ
ま
し
た
。

　
４
車
線
化
に
よ
り
、
渋
滞
が
解

消
さ
れ
、
観
光
や
農
林
水
産
業
の

振
興
な
ど
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

問
　
都
市
建
設
課

　
☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
１
２

ステーションステーション

場　場所　　対　対象　　料　料金・費用　　内　内容　　定　定員

納　期　限
今月の納期限は８月31日（火）です
◇市・県民税（２期）
◇国民健康保険税（３期）
◇後期高齢者医療保険料（２期）
◇介護保険料（８月分）

くらしの相談

子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

０
１
２
０
・
０
０
７
・
１
１
０

緑
の
募
金
活
動
の
お
礼

◇心配ごと相談
　時　毎週水曜日
　　　13：00～16：00
　場　福祉センター３階
　問　御坊市社会福祉協議会
　　　☎0738-22-5490
◇無料人権相談
　時　８月20日（金）
　　　10：00～15：00
　場　福祉センター３階
　相談員　人権擁護委員
　問　和歌山県地方法務局
　　　☎0570-003-110
　※人権相談は、人権擁護委員の
　　自宅及び法務局において常時
　　受け付けています。　
◇御坊・日高常設法律相談所
　時　毎週木曜日
　　　13：30～16：00
　場　財部会館
　問　和歌山弁護士会
　　　☎073-422-5005
　※事前予約が必要です。
　※30分で5,000円程度の相談料
　　が必要です。
◇行政相談
　時　８月18日（水）
　　　13：00～15：00
　場　福祉センター３階
　問　防災対策課
　　　☎0738-23-5528
　行政相談委員

　　　大川　秀樹　氏
　　　☎0738-23-3908

　　　寺﨑　鈴子　氏
　　　☎0738-22-2152

おおかわ　　ひで き

てらさき　　すず こ

～『日高地域消費生活相談窓口』から～

　大規模災害が発生すると被災地に限らず、全国的に点検商法・便乗商法
など災害に関連した消費者トラブルが発生する傾向にあります。
　無料で点検すると言って、勝手に作業し、高額な工事を契約させる商法
は点検手法と呼ばれており、写真等を見せて「瓦がずれている」「床下が
腐っている」と言ったり、シロアリの死骸や木くずを見せたりして不安を
煽りますが、本当に自宅のものかしっかり確認することが大切です。点検
を依頼した場合でも、結果をうのみにせず、別の専門家等に確認し、複数
の見積もりをとるなど、決してその場で契約しないようにしましょう。契
約後でも、自宅を訪問されたり、電話勧誘により工事契約した場合、不備
のない正しい記載がなされている契約書面を受け取ってから8日間はクー
リング・オフができます。

『大雨や地震などによる大規模災害に便乗した　悪徳商法・詐欺に注意！！』

不審な訪問や電話を受けたときや、不明な点がある場合は、
消費生活相談窓口にご相談ください。

◇問い合わせ　消費者ホットライン　☎（局番なし）１８８
　　　　　　　日高地域消費生活相談窓口（市役所1階）　☎0738-52-5288
　受付（平日9時～12時・13時～17時）※土日祝日年末年始は休み

◇問い合わせ　消費者ホットライン　☎（局番なし）１８８
　　　　　　　日高地域消費生活相談窓口（市役所1階）　☎0738-52-5288
　受付（平日9：00～12：00・13：00～17：00）※土日祝日年末年始は休み

　消費生活のトラブルについて、特にご注意いただきたい事例や相談件数の多い
事例についてお知らせします。

高
速
道
路
の
４
車
線
化

有
田
Ｉ
Ｃ
〜
印
南
Ｉ
Ｃ
間

令
和
３
年
12
月
完
成
予
定


